
事業継続力強化計画の概要と申請方法について

令和５年１０月

経済産業省 近畿経済産業局 中小企業課



はじめに

本日は中小企業庁作成の資料を利用して講習をすすめて参りますが、
時間の都合上、 BCP（事業継続計画）（4頁～11頁）の説明は
割愛し、中小企業等経営強化法に基づく認定制度である、事業継続
力強化計画とその申請方法について説明してまいります。
BCP（事業継続計画）につきましては、後日ご一読いただければ幸い
です。

⚫ 事業継続力強化計画について

⚫ 最近のトピックについて

⚫ ヒアリングで得た６つの教訓について

⚫ 参考：申請計画のよくある修正依頼
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BCP・事業継続力強化計画の
必要性について

令和５年10月

中小企業庁経営安定対策室



本資料の構成

⚫ 災害の発生状況について（本日は説明しません）

⚫ 事前対策の必要性について（本日は説明しません）

⚫ BCP（事業継続計画）について（本日は説明しません）

⚫ 事業継続力強化計画について

⚫ 最近のトピックについて

⚫ ヒアリングで得た６つの教訓について

⚫ 参考：申請計画のよくある修正依頼
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災害の発生状況について （全国で発生する自然災害等）

⚫ 自然災害は全国どこでも起こりうるものであり、近年は災害が頻発・激甚化する傾向が顕著。

【全国で頻発する激甚災害（平成28年以降）】
※緑の地域が、平成28年度以降、
災害救助法が適用された42
都道府県。

年 災害名 災害救助法適用地域

Ｈ28年度

平成28年熊本地震【本激】 熊本県
平成28年台風第10号【局激】 北海道、岩手県
平成28年鳥取県中部を震源とする地震 鳥取県
糸魚川市における大規模火災 新潟県

Ｈ29年度

平成29年7月九州北部豪雨【局激】 福岡県、大分県
平成29年7月22日からの大雨 秋田県
平成29年台風第18号 大分県
平成29年台風第21号 三重県、京都府、和歌山県
平成30年2月4日からの大雪 福井県
平成29年度豪雪 新潟県

Ｈ30年度

平成30年大阪北部を震源とする地震 大阪府

平成30年7月豪雨【本激】
岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、愛媛県、
高知県、福岡県

平成30年8月30日からの大雨 山形県
平成30年北海道胆振東部地震【局激】 北海道

Ｒ元年度

令和元年8月13日から9月24日までの間
の暴風雨及び豪雨による災害【局激】 千葉県（停電）、東京都、佐賀県
（8月大雨・台風第15号）
令和元年10月11日から同月26日までの
間の暴風雨及び豪雨による災害【本激】

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
静岡県

（台風第19号～台風第21号）

Ｒ２年度

令和2年7月豪雨【本激】
山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、
佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

令和2年12月16日からの大雪 新潟県
令和3年1月7日からの大雪 秋田県、新潟県、富山県、福井県
令和３年福島県沖地震 福島県
栃木県足利市における大規模火災 栃木県
新潟県糸魚川市における地滑り 新潟県

年 災害名 災害救助法適用地域

Ｒ３年度

島根県松江市における大規模火災 島根県
令和3年7月1日からの大雨 静岡県、鳥取県、島根県、鹿児島県
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う
大雨による災害

青森県

令和3年8月11日からの大雨【局激】
長野県、島根県、広島県、福岡県、
佐賀県、長崎県

令和3年長野県茅野市において発生した
土石流

長野県

令和４年福島県沖地震 宮城県、福島県

R４年度

令和4年7月14日からの大雨 宮城県
令和4年8月3日からの大雨 青森県、山形県、新潟県、石川県、福井県

令和4年台風第14号・第15号【局激】
静岡県、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

令和4年12月17日からの大雪 新潟県
令和4年12月22日からの大雪 北海道、新潟県
（令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れ） （山形県）
令和5年1月24日からの大雪 鳥取県

Ｒ5年度

令和５年石川県能登地方を震源とする
地震【局激】

石川県

令和５年梅雨前線による大雨及び台風
第２号による災害

茨城県、埼玉県、静岡県、和歌山県

令和5年6月29日からの大雨による災害 山口県

令和5年7月7日からの大雨による災害
青森県、秋田県、富山県、石川県、島根県、
福岡県、佐賀県、大分県

令和5年台風第6号の影響による停電 沖縄県
令和5年台風第7号 京都府、兵庫県、鳥取県
令和5年台風第13号 福島県、茨城県、千葉県 4



事前対策の必要性について（１）

⚫ 私有財産の保護、復旧は自助が大原則。

⚫ 防災・減災対策は、物理的な対策や手順の設定、リスクファイナンスの準備等の事前の備えをいか
に行うかが極めて重要。

⚫ しかし、具体的な対策に取り組んでいる中小企業はまだまだ少ないのが現状。

自然災害に対し具体的な対策に取り組んでいる中小企業の割合

（出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 中小企業の災害対応に関する調査（2018年12月）

取り組んでいる

46%
取り組んでいない

54%

取り組んでいる

22%

取り組んでいない

78%

中小企業 （n=4495） 小規模事業者 （n=5339）
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事前対策の必要性について（２）

⚫ 被災の規模が大きいほど営業停止期間が長期化する傾向にあり、営業停止期間が長期化すれ
ば、中小企業は取引先が減少する傾向がある。

⚫ 地域やサプライチェーンで重要な役割を担う中小企業が、事前の防災・減災対策の取組を講ず
ることは、地域やサプライチェーンの機能の維持に繋がる。

被災による物的損失額別に見た営業停止期間
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事前対策の必要性について（３）

⚫被災企業が復旧・復興に際して最も役立ったものは損害保険。

⚫そのほかに、公的機関の相談窓口など自治体による支援、金融機関による貸付、取引のある企業
や同業他社による支援など、中小企業を取り巻く関係者による支援が、被災企業の復旧・復興に
貢献。

（出所）三菱リサーチ＆コンサルティング（株）「中小企業の災害対応に関する調査」
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公的機関の相談窓口（商工会議所・商工会含む）
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被災した企業が、復旧・復興する際に最も役に立ったもの
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事業継続計画（BCP）について

⚫ BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した
場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧
を可能とするために、特定された重要業務が中断しないこと、また万一事業活動が中断した場合
に目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、
マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための平常時に行うべき活動や緊急
時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

【全業種向けガイドライン】
内閣府：「事業継続ガイドライン－あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応－」

（令和５年３月）
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf

【業種別ガイドライン】
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/sk.html（参照）

【中小企業向けガイドライン】
中小企業庁：「中小企業BCP策定運用指針～緊急事態を生き抜くために～」

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html
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事業継続計画（BCP）について（中小企業BCP策定運用指針）
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事業継続計画（BCP）について（策定状況、策定率）

⚫ BCPの策定率は18.4％。「策定中」、「策定検討中」まで含めれば、半数程度であるが、策定率
は横ばい。

⚫ 中小企業の策定率は15.3％にとどまる。

（出典）(株)帝国データバンク TEIKOKU NEWS (2023/06/26)
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事業継続計画（BCP）について（実施・検討内容、策定していない理由）

⚫ BCPを策定・策定中・策定検討中の企業では、事業が中断するリスクに備えて実施あるいは検討
している内容として「従業員の安否確認手段の整備」との回答が最も多い。以下、「情報システ
ムのバックアップ」、「緊急時の指揮・命令系統の構築」が続いた。

⚫ 一方、BCPを策定しない理由としては「スキル、ノウハウがない」、「策定する人材の不足」、「策
定する時間を確保できない」、「書類作りで終わってしまい、実践的に使える計画にすることが難
しい」といった回答が多い。

（出典）(株)帝国データバンク TEIKOKU NEWS (2023/06/26)

事業中断リスクに備えた実施・検討内容
（複数回答、上位10項目）

BCPを策定していない理由（複数回答）

2023年5月
全体 大企業 中小企業

１ 従業員の安否確認手段の整備 68.2 79.6 65.1
２ 情報システムのバックアップ 57.1 68.2 54.1
３ 緊急時の指揮・命令系統の構築 41.0 50.5 38.4
４ 災害保険への加入 38.3 38.2 38.3

５ 事業所の安全性確保（建物の耐震補強、
設備の転落・落下対策など）

35.6 43.7 33.4

６ 調達先・仕入先の分散 34.4 31.5 35.2
７ 多様な働き方の制度化（テレワーク、時差

出勤、サテライトオフィスなど）
23.1 32.5 20.5

８ 生産・物流拠点の分散 19.4 22.7 18.4
９ 代替生産先・仕入先・業務委託先・販売

場所の確保
17.7 15.8 18.3

10 業務の復旧訓練 14.6 21.0 12.9

2023年5月
全体 大企業 中小企業

１ 策定に必要なスキル・ノウハウがない 42.0 47.6 41.4
２ 策定する人材を確保できない 30.8 36.4 30.2
３ 策定する時間を確保できない 26.8 32.8 26.2
４ 書類作りで終わってしまい、実践的に使える

計画にすることが難しい
26.3 30.6 25.9

５ 自社のみ策定しても効果が期待できない 23.8 25.2 23.7
６ 必要性を感じない 20.9 14.4 21.6
７ リスクの具体的な想定が難しい 18.5 17.8 18.5
８ 策定する費用を確保できない 13.4 8.5 13.9
９ ガイドライン等に次組織の業種に即した例示

がない
4.9 4.3 5.0

10 策定に際して公的機関の相談窓口が分か
らない

3.3 1.3 3.5

11 策定に際してコンサルティング企業等の相談
窓口が分からない

2.3 1.8 2.3

その他 3.2 2.9 3.2
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事業継続力強化計画について

⚫ 中小企業のBCP策定を促進するため、中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産
業大臣が認定する制度。認定を受けた事業者は、税制措置や金融支援等の支援策の活用が可能。

⚫ 令和元年７月の制度開設以来、延べ5.7万件を超える認定を行っている。（令和５年８月末時点）

計画認定スキーム

①計画策定
・ 申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

②認定

◼ 発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）

◼ ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策

◼ 計画の推進体制（経営層のコミットメント）

◼ 訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組

◼ 認定事業者によるロゴマーク使用

◼ 防災・減災設備導入に対する税制措置

◼ 低利融資、信用枠拡大等の金融支援

◼ 補助金採択時の加点措置

中小企業
小規模事業者
※協力者として、大企業や

経済団体等も参画可能

事業継続力強化計画の記載項目

認定を受けた事業者に対する支援

【計画の種類】

■事業継続力強化計画

中小企業・小規模事業者が単独、または、協力者の協
力の下で実施する計画

■連携事業継続力強化計画

２者以上の中小企業者・小規模事業者が他の中小企
業等や大企業や経済団体等と連携の下で実施する計画

【事業継続力強化計画（中小企業庁HP）】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
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【参考】金融支援①（日本政策金融公庫による低利融資）

⚫ 事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が行う、設備投資に必要な資金について日本政
策金融公庫による低利融資を受けることが可能（運転資金は対象外）。

貸付金利

貸付限度額

貸付期間

設備資金について、基準利率から0.9％引下げ（運転資金については基準利率）
（※1）信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用されます。

中小企業事業：7億2,000万円（うち運転資金2億5,000万円）（※2）

（※2）設備資金において、0.9％の引下げが適用となるのは、貸付限度額のうち2億7千万円までです。

設備資金20年以内、長期運転資金7年以内（据置期間2年以内）

（※1）

※事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が必ずしも低利融資を受けられるというものではありません。別途、日本
政策金融公庫内での審査をうけることが必要となります。

日本政策金融公庫の低利融資を受けるためには、事業継続力強化計画の申請様式の「３（２）連携事業継続力強
化に資する対策及び取組B事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の導入」に、低利融資を受ける予定の設備に
ついて、その設備の必要性、日本政策金融公庫の低利融資を利用する旨を明記する必要があります。
また、「５事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」について、必要事項を記載する必要が
あります。
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⚫ 事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、事業継続力強化計画の実行にあた
り、民間金融機関から融資をうける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保
険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けることが可能。

保証限度額

※事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が必ずしも保証枠の拡大を受けられるというものではありません。別途、 信用保
証協会内での審査を受けることが必要となります。
信用保証協会の金融支援を受けるためには、事業継続力強化計画の申請様式の「３（２）事業継続力強化に資する対
策及び取組 B事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の導入」に、金融支援を受ける予定の設備について、その設備の
必要性、金融機関から融資をうける旨を記載する必要があります。
また、「５事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」について、必要事項を記載する必要があり
ます。

通常枠 別枠

普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）

無担保保険 8,000万円 8,000万円

特別小口保険 2,000万円 2,000万円

新事業開拓保険 2億円⇒3億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）

海外投資関係保険 2億円⇒4億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）

【参考】金融支援②（信用保証枠の拡大）
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⚫ 対象設備の投資を行うことを記載し、事業継続力強化計画／連携事業継続力強化計画の認
定を受けた中小企業者が、認定後１年以内に予定していた設備導入を行った場合に、特別償
却18% （令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16％）を適用できる。

⚫ 変更申請で後から追加した場合でも、最初の認定から１年以内の取得が必要であることに留意。

【参考】中小企業防災・減災投資促進税制

【税制の概要】
○対象者：令和7年3月31日までに「（連携）事業継続力強化計画」の認定を受けた

中小企業者
○支援措置：特別償却18% （令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16％）

○対象設備：「事業継続力強化計画」等の認定を受けた日から１年以内に取得等をする以下の設備

減価償却資産の種類

（取得価額要件）
対象となるものの用途又は細目

機械及び装置
（100万円以上）

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

器具及び備品
（30万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設
備
感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ

建物附属設備
（60万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制
御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水
ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台（対象設備をかさ上げ
するために取得等するものに限る）、防水シャッター等
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）
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【参考】税制措置の活用イメージ

＜例：1,200万円の機械装置（自家発電設備）を購入した場合＞

⚫ 認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、以下のイメー
ジで税制優遇を活用できます。止水板や、排水ポンプ等幅広い設備に利用できる税制。

●業 種：製造業
●資本金：３,000万円
●従業員数：150人

取得価額1,200万円の自家発電設備（機械装置）を購
入した場合

事業継続力強化計画の認定を取得し、特別償却18％を利用する場合（導入初年度）

・特別償却（18％）を使用すると、
1,200万円 × 18％（特別償却）×23.2％（法人税率）＝50.1万円

・導入した年度に、約50万円の課税の繰り延べ効果が得られる。
16

※注意：税制措置の対象となるのは、防災・減災に資するもの
が対象です。他の用途にも利用できるものは対象外となります。

自家発電設備では、工事現場などで利用するものは対象外です。



事業継続力強化計画について（申請書様式（表紙を除いて４頁））

リスク想定

人

モノ

カネ

情報

対策・取組

1 2

発災時
の
対応
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事業継続力強化計画について（申請書様式）

3
4

平時の取組

資金調達の方法
（カネ）

導入設備の内容
（モノ）

※実施は３年以内
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⚫ 被災経験がある認定事業者は「社内外への連絡がスムーズにできた」、「安否確認がスムーズ
にできた」と評価。計画策定が、有事の際における円滑な行動に結びついている実態が認められ
る。（ソフト面・スキル面で事業継続力強化につながっている）

⚫ 「設備やデータのバックアップ等を予め整備すること」で被害を軽減することができたとの評価も一
定数存在し、事業継続力強化設備による減災効果が認められる。

被災時における計画の実効性

【出典】「事業継続力強化計画認定事業者に対するフォローアップ調査に係る業務」報告書

N=5,528

被災経験あり
（７％）

被災経験なし 93%

Q：策定後、被災経験はありますか？ Q：事業活動への被害軽減につながりましたか？

◆ 地震の際、従業員及びその家族等の安否確認がスムーズに行えた。更に、
被害状況について速やかにホームページ上で発表することで、サプライチェーン
との関係で、生産活動の混乱を避けられた。

◆ 豪雨と落雷により停電が発生し、電気機器が停止。計画策定時に自家発
電機の活用について打ち合わせを重ねていたため、計画通り対応。最大限の
機能を発揮させることができ、業務は滞りなく継続することができた。

◆ データのバックアップや豪雨時の浸水に備えた事務所レイアウト変更、入口浸
水対策等により、その後の数回の豪雨時に大きな損害を防ぐことができて
いる。

◆ 従業員が感染症の濃厚接触者と特定され、急遽自宅待機となったが、事業
継続に向け進めてきた情報共有化やリモートワークの取組を行ったことで、在
宅状態での業務が可能となり、事業を安定して継続させた。
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事業継続力の強化に取り組む中小企業の事例（震災時の早期復旧①）

・所 在：広島県呉市
・業 種：製造業
・資本金：3,000万円
・従業員数：5名

➢ 金属切削加工業
➢ もともと移転を計画していた地区の工場

の立地が山と川に囲まれていたため、土
砂災害や河川の氾濫が想定し、工場
移転に併せて、河川上流側にある工場
裏口に高さ１ｍ程度の止水ブロックを
設置。

➢ 加えて、加入済みの保険に水災特約を
付帯し、保険内容を見直した。

モデル事例 - 中国経済産業局 (meti.go.jp)

＜水害対策・保険の見直し＞

⚫ 被災時の早期復旧を目指し、想定される災害リスクをカバーする保険内容への見直し、災害の影
響を軽減するための設備導入を計画。

＜地震対策・保険の見直し＞

・所 在：静岡県浜松市
・業 種：製造業
・資本金：7,000万円
・従業員数：7名

➢ 電気分解技術を応用した製品開発が
専門。

➢ 南海トラフ地震を想定し、地震に対す
るBCPを作成し、停電に備える発電
機等を導入。

➢ BCP策定をきっかけに、建物以外の財
物など、補償範囲を見直すとともに、
耐震を考慮した補強等を設備に施す。

➢ インフラの停止等で従業員が出社でき
ない場合を想定し、在宅勤務の環境
を整備する。

・所 在：福岡県柳川市
・業 種：製造業
・資本金：3,850万円
・従業員数：54名

➢ 鋼板切断や精密板金加工メーカー。
➢ 2012年1月に取引先からの要請を受

け、BCPを策定。この過程で、工場や機
械に水災特約を付保。

➢ 同年7月に発生した九州北部豪雨に
おいて甚大な被害が発生したが、 1.7
億円の保険金支払により、早期の復
旧を実現。

＜保険による早期復旧＞

出典：中小企業庁「中小企業政策審議会制度設計ワーキンググループ」（2020年）
20

https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/chusho/jigyoukeizokukyouka/model/model.html


➢ 鋳物の鋳造が専門。
➢ 工場所在地は、ハザードマップ上で3～5mの

浸水が予想されていたた め、2020年3月に
BCPを作成。

➢ BCPの作成に当たり、火災保険の水災特約に
加入するとともに、止水板や排水ポンプを導入
。

➢ 2020年7月豪雨において、工場前の 道路が
0.6m浸水するも、排水ポンプを活用し、被害
を最小限に抑えることができた。

・所 在：福岡県久留米市
・業 種：製造業
・資本金：1,000万円
・従業員数：24名

出典：中小企業庁「中小企業政策審議会制度設計ワーキンググループ」
（2020年）
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事業継続力の強化に取り組む中小企業の事例（震災時の早期復旧②）

＜設備導入による減災＞

・所 在：千葉県芝山町
・業 種：食料品製造業
・資本金：3,000万円
・従業員数：62名

➢ カット野菜の製造販売
➢ 令和元年度台風第15号による停電により、

原材料含め大量の廃棄が生じたほか、1週間
程度の事業停止により取引先に大きな影響を
与えてしまったことをきっかけに、風水害等自然
災害に対する備えの必要性を認識。計画を策
定し、供給責任を果たすため停電に備える自
家発電機を導入。

➢ 今後は、発災時における近隣住民の避難先と
しての受入れ態勢も整備し地域貢献も視野。

我が社が事業継続力強化計画を作った理由（事業継続力強化計画モデル事例紹介）
（METI/経済産業省関東経済産業局）

＜設備導入による防災＞

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/kyojinka/keizokuryoku_jirei/kyokakeikaku_model_jirei.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/kyojinka/keizokuryoku_jirei/kyokakeikaku_model_jirei.html


事業継続力の強化に取り組む中小企業の事例（サプライチェーンの強化）

➢ 一般・建物金物の販売・卸売、大手ゼネ
コン・建設業者からの建設業務を請負

➢ BCPは策定していたものの社員へ内容が
行き届いておらず、令和元年の台風19
号の際には責任者・各社員の役割など
の把握に時間を要した。今後の防災対
応の整理のため計画を策定。

➢ 計画作成にあたり、ハザードマップにて地
震以外にも台風等の大雨の際に2.0m
程度の浸水発生エリアであることを認識。
情報系のサーバーを2階へ移すなど対策
を実施したほか、台風による停電の経験
を踏また自家発電機の導入、自社のみ
ならず取引会社や地域住民のための被
災対策に取り組んでいる。

・所 在：静岡県浜松市
・業 種：卸売業
・資本金：2,340万円
・従業員数：28名

＜取引先との連携強化＞

➢ 単独型の計画策定後、連携事業継続
力強化計画へ移行。

➢ 防災対策は自社のみでは限界と認識。
サプライチェーンとして機能しないと事業
継続ができず、本当の復旧とは言えない
と考え、中小機構のハンズオン支援にて
取引会社7社と計画を策定。

➢ 連携事業者と毎年共同で防災訓練や
防災に関する勉強会を実施。今後は下
請企業や周辺地域の企業も巻き込み連
携事業者を増やしていきたいと考える。

我が社が事業継続力強化計画を作った理由（事業継続力強化計画モデル事例紹介）
（METI/経済産業省関東経済産業局）

➢ 和菓子づくり
➢ 平成30年の西日本豪雨、令和元年の佐賀豪

雨など度重なる豪雨災害への危機感から計画
策定を決意。

➢ BCPの作成にあたり、サプライチェーン強化のた
め、原材料から商品包装資材まで、発注先を
複数社確保できるよう見直し。

➢ 感染症発生時など非常時における業務停止リス
クの回避のため、店舗同士の横連携を強化し、
人手不足にも対応できるよう派遣体制や社内
規定等の整備を実施。

➢ 取引先からの信頼確保、従業員一人一人のス
キル向上につながった。

・所 在：福岡県福岡市
・業 種：食品製造業
・資本金：1,000万円
・従業員数：330名

＜調達・人員体制の見直し＞

「大切なビジネスを守るBCP事例集」を更新しました （METI/九
州経済産業局）

⚫ 原材料調達体制の見直しや、ハザードマップの確認を通して、サプライチェーンの強化のための計画を
策定。
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⚫ 税制措置の期限が令和４年度末であったところ、令和６年度末まで２年間延長（R6年度中の認
定に基づく令和７年度中の設備投資まで適用）。

⚫ 昨今の激化する自然災害への事前対策を強化するため、対象となる設備に耐震装置を追加。

【適用期限：令和6年度末まで】

減価償却資産の種類

（取得価額要件）
対象となるものの用途又は細目

機械及び装置
（100万円以上）

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

器具及び備品
（30万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備
感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ

建物附属設備
（60万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御シス
テム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納

式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台（対象設備をかさ上げするために取得
等するものに限る）、防水シャッター等
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

適用対象者：令和7年3月31日までに「（連携）事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業者
適用期間 ：事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載さ

れた対象設備を取得等して事業の用に供すること。
支援措置 ：特別償却18% （令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16％）
対象設備 ：以下の通り

最近のトピック①：中小企業防災・減災投資促進税制の延長・追加
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最近のトピック②：計画策定の手引きにおけるサイバー対策の記載追加

⚫ 昨今のサイバー攻撃の脅威の高まりを踏まえ、 「計画策定の手引き」に「サイバー対策」の記載を追加。

⚫ これに併せ、事業者のサイバーセキュリティ対策を強化する「IT 補助金（セキュリティ対策推進枠）」
において、加点措置に本計画の認定取得を追加。

計画策定手引きの記載追加（サイバー対策）

○補助対象事業者

・中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、小売・卸、
運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業
や建設業等も対象）

○補助対象経費

・ITツールの導入費用(サービス利用料(最大2年分))

※補助の対象となるITツールは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表
する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに掲載されているサービスのうち、本
事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービ
スを指す。

○補助額・補助率

・5万円～100万円以下（補助率１／２以内）

IT導入補助金（セキュリティ対策推進枠）

地震対策 洪水対策 感染症対策 サイバー対策

リスク想定 建築物の倒
壊 等

機械設備の浸
水による破損
等

市民の外出自粛
に伴う売上減少
等

システムの停止、データ
の漏洩、システム復旧
費用、営業損失等

事前対策 避難経路の確保、緊急参集要因
の従業員の選定 等

マスク等の備蓄
在宅勤務の実施
のための環境整
備等

異常監視サービス、ウ
イルス対策ソフトを導
入する等

設備の固定 等 排水ポンプの
導入 等

事後対策 被害情報の共有方法を決めておく 等

安否確認、避難誘導 等 時差出勤の導入
等

関係者・顧客への報
告等

事業継続力強化計画策定の手引き 連携事業継続力強化計画策定の手引き

IT導入補助金2023：https://www.it-hojo.jp/
サイバーセキュリティお助け隊サービス制度：
https://www.ipa.go.jp/security/sme/otasuketai-about.html
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最近のトピック③：認定取得により加点措置の講じられる補助金の追加

⚫ ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金）に加え、令和５年度より
以下の補助金を認定取得により加点措置が講じられる補助金に追加。

• 事業再構築補助金（サプライチェーン強靱化枠）
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

• IT導入補助金（セキュリティ対策推進枠）
https://www.it-hojo.jp/

• 事業承継・引継ぎ補助金（経営革新事業・専門家活用事業）
https://jsh.go.jp/

※このほか、自治体連携型補助金（災害活用）、グループ補助金/なりわい再建支援補助金につい
ては、BCP（事業継続力強化計画を含む）を策定している又は作成することが交付要件に
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最近のトピック④：制度の概要における損害保険料等の割引のページ追加

⚫ 「計画認定制度の概要」にて、事業継続力強化計画の認定を取得した事業者のリスク実態に応じ
た、損害保険会社等による保険料等の割引について紹介ページを追加。

計画認定制度の概要 ページ追加（損害保険料等の割引）

事業継続力強化計画認定制度の概要
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最近のトピック⑤：事業継続力強化計画パンフレット リニューアル

⚫ 事前対策の重要性と事業継続力強化計画の策定を促進の観点からパンフレットをリニューアル。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/keizokuryoku
_pamphlet.pdf
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最近のトピック⑥：BCP（ジギョケイ）×保険 パンフレットの作成

⚫ 事前対策のリスクファイナンスの一つとして保険の重要性を浸透させる観点からパンフレットを作成。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/hoken.pdf
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最近のトピック⑦：申請計画審査におけるよくある修正依頼 HP掲載

⚫ 申請計画の早期認定に向け、審査時によく依頼する修正事項を記載項目ごとに提示。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/shinsa_syuusei.pdf 29

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/shinsa_syuusei.pdf


ヒアリングで得た６つの教訓

⚫ 関東経済産業局が被災企業へのヒアリングにより、見えてきた課題と事業継続力強化
計画の実効性を高めるポイントを６つの教訓としてとりまとめ。

⚫ 事前のリスクファイナンスの検討により不足額を認識し、保険等によるリスクファイナンスの
組合せの検討や代替生産策を講じる必要性などが明らかに。

資金繰りに苦慮、営業停止に直面

業務に必要な情報を紛失した

発災後の対応手順を決めるのに時
間を要した

安否確認に反応しない社員がいた

清掃用具を備えておらず復旧作業
が遅れた

取引先からの問合せが殺到した

【教訓１】被災時を見越して資金繰り対策等
を講じておくべし

【教訓２】業務に必要な情報のバックアップを
とっておくべし

【教訓３】発災後の対応手順を決めておくべし

【教訓４】安否確認方法を周知徹底すべし

【教訓５】被災後の復旧作業を見越して備え
をしておくべし

【教訓６】社内外への情報共有方法を決めて
おくべし

災害時の不足額の認識、保険等との
組合せ、代替生産計画の策定

クラウドを含めたバックアップ（リロード）の
方法、紙でも保管する方が良い場合も

優先度の高い作業（いつまでに何を）、
役割分担

メールか、電話か、LINEか、手順の周
知と訓練

清掃、除菌、軍手等の道具の備蓄や
排水等の減災のための設備投資

HPやSNSを通じた積極的情報発信、
ネットが使えない時の発信手段

事業者が直面した課題 計画の実効性を高めるポイント 検討内容例

ポイント毎に対応方法を検討して、実効性の高い計画に！
30



おわりに

⚫ 災害時に被害を最小化するには、事前対策が重要です。

⚫ 損害保険等のリスクファイナンス、防災・減災設備投資等を加味した対
策を行うことが有効です。

⚫ 事業継続力強化計画は、認定、ロゴマークの使用、税制優遇、金融支
援、補助金の加点等が受けられます。

⚫ 更なる計画の普及のためには、地域の最前線で中小企業の経営指導
や現場指導を行っている商工会議所の皆様の力が必要不可欠です。

⚫ 事業者に対して、災害対策に対する気づきの機会を提供し、直近の動
向を踏まえた事業継続力強化計画の策定支援に取り組んでいただくよ
うお願いいたします。

※電子申請への協力を引き続きよろしくお願いします。
31



【参考】
申請計画のよくある修正依頼

32



【参考】申請計画のよくある修正依頼（表紙、１ 名称等）

⚫ 以下に審査中に修正指摘のある事項を示します。早期の認定のためにはこれらの修正事項に対
応していることが必要です。

⚫ 防災・減災の意義をよく理解した上で作成、電子申請してください。

✓住所は登記上の住所を記載してください。
（例）
•登記上は東京都だが、工場のある北海道の住所
で申請していた。

表紙 １ 名称等

✓事業所の形態に沿った役職を記載してください。
（例）
• 個人事業主なのに「社長」「代表取締役」となっている。
→ 「代表」

• 合同会社なのに「代表取締役」となっている。
→ 「代表社員」

✓金額の入力に注意してください。
（例）
• 資本金の額の単位は「円」にもかかわらず

「千円」と勘違いし入力してしまった。
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【参考】申請計画のよくある修正依頼（２ 事業継続力強化の目標）

✓ 『策定の手引き』も確認し、必須記載事項を
記載してください。

（例）
• サプライチェーン上の役割または地域経済などにおける
役割のどちらかを記載することが必須にもかかわらず記
載していなかった。

✓ハザードマップ等に基づき被害を想定してくだ
さい。

（例）
•津波が来ると思われない地域（海に面していない県
内）に立地しているにもかかわらず、津波が来た場合
を想定した計画を策定していた。

•国土交通省ハザードマップで確認すると津波想定地
域になっているにもかかわらず、津波は想定されないと
記載していた。

自社の事業活動の概要

事業継続力強化に取り組む目的

事業継続に影響を与える自然災害等の想定
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【参考】申請計画のよくある修正依頼（２ 事業継続力強化の目標）

✓想定する災害等とその影響が整合するよう記
載してください。

（例）
•自然災害等として津波や浸水の想定がされていない
にもかかわらず、事業活動に与える影響として津波や
浸水について記載していた。

•自然災害に加え、感染症やサイバー攻撃の被害想定
もしているが、事業活動に与える影響には感染症・サ
イバー攻撃に関して記載していなかった。

自然災害等の発生が事業活動に与える影響
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【参考】申請計画のよくある修正依頼（３ 事業継続力強化の内容（１））

（１）自然災害等が発生した場合における対応手順

✓記載漏れがないか確認してください。
（例）
•発災時の「初動対応の内容」における「被害状況の把
握・被害情報の共有」にて、把握内容・方法について
は記載したものの、共有に関して記載していなかった。

✓誰もが読んで理解できる具体的な書きぶりに
してください。

（例）
• 『代表にて対応』『代表が不在の場合は、代表に報
告する』
⇒ 対応の詳細（代表を本部長とした災害対策本
部の立ち上げなど）、代表が不在の際の報告方法や
連絡体制等を具体的に記載してください。

• 『災害時には人員において相互支援できる体制をつく
る』
⇒ どのような相互支援するのか、具体的に誰か、な
ど具体的な体制構築を検討してください。
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✓自然災害等の想定と合致した対策を記載
してください。

（例）
•感染症を想定しているにもかかわらず、今後の対策
に感染症を記載していなかった。

•災害と感染症の２つを想定しているにもかかわらず、
片方の対策のみ記載していた。

•津波や浸水を想定していないが、今後の強化内容
に津波や浸水について記載した。

•地震と水災という異なる災害を想定したにもかかわら
ず、どちらに対しても全く同じ対策を講じる計画を作
成していた。

• ヒト、モノ、カネ、情報にかかる今後の取組について
同じ内容を記載していた。

（２）事業継続力強化に資する対策及び取組

（３）事業継続力強化設備等の種類

✓税制優遇の活用について検討している場合、
「中小企業防災・減災投資促進税制の運
用に係る実施要領」や「事業継続力強化
計画Q＆A集」（（19）～（43）：中
小企業防災・減災投資促進税制関連 ）
に関する間違いがあります。事前に必ず確
認してください。

「中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/downl
oad/keizokuryoku/bousaizeisei_yoryo.pdf

「事業継続力強化計画Q＆A集」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/downl
oad/keizokuryoku/tebiki_qa.pdf?0401

【参考】申請計画のよくある修正依頼（３ 事業継続力強化の内容（２）
（３））
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【参考】申請計画のよくある修正依頼（３（４）,（５）、４、５）

４ 実施期間

（４）事業継続力強化の実施に協力する者の名称 等

✓協力者の情報を正確に記載してください。
（例）
•記載されている住所が、法人番号検索サイトと不一致。

✓実施期間は３年以内です。

５ 事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

（５) 平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他

✓以下の事項は記載が必須です。
経営層の下、計画を推進すること
年に１回以上、教育・訓練を実施すること
年に１回以上、計画の見直しを行うこと

✓保険について記載する場合は、保険額を記
載してください。

（例）
•事業の継続に必要な金額（＝補償対象となる事由
が発生した場合に、自社に支払われる保険金の金
額）を記載すべきところ、加入に際して必要な保険料
を記載してしまった。
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【参考】申請計画のよくある修正依頼（その他全般的事項）

このほか、全般に共通するものとして、

✓ 誤字、初歩的な文言や文章の誤りに気をつけください。
（例）
• 自陣、自身、自信 → 地震
• 人名 → 人命
• 危機停止手順 → 機器停止手順

✓ 企業実体に即した内容としてください。
（例）
• 不動産業や保険業等の非製造業で「生産設備」「製品の出荷」等の記述をしていた。
• 常時使用する従業員が０名にもかかわらず、従業員や、災害対策本部に関する内容を盛り込んでいた。（役員や非常勤職員のことを指しているなど
の記載がなかった。）

• 拠点が１つしかない事業所にもかかわらず「各拠点にて」教育及び訓練の実施を行うと記載していた。

計画の質の向上と審査プロセスの早期化のために、以上に気をつけて申請をお願いします！
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（参考）

※事業継続力強化計画（中小企業庁ＨＰ）
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

※事業継続力強化計画策定の手引き（令和５年５月２４日版）
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_tandoku.pdf

※連携事業継続力強化計画策定の手引き（令和５年４月１日版）
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_renkei.pdf?0401

※申請における注意事項

・電子申請 https://www.keizokuryoku.go.jp/

・２度目以降の申請・・・・実施状況報告書の添付

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2022/220627.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_tandoku.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/tebiki_renkei.pdf?0401
https://www.keizokuryoku.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2022/220627.html
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ご清聴有り難うございました。

近畿経済産業局 中小企業課
ＵＲＬ： http://www.kansai.meti.go.jp 

メルアド： bzl-kinki-keizokuryoku@meti.go.jp
T E L  :  06-6966-6119

(事業継続力強化計画専用ダイヤル)

mailto:bzl-kinki-keizokuryoku@meti.go.jp
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